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◆ 清水町障がい者基本計画及び障がい福祉計画並びに障がい児福祉計画 
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◆ 障がい福祉についての意識調査 【障がいのある人】 

 

◆ 障がい福祉についての意識調査 【関係者】 
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※「障がい」と「障害」の表記について 

 本計画においては、「障がい」「障がい者」というひらがな表現を用いています。 

ただし、「法令や条例等に基づく制度や施設名等の名称」や「組織名」、「事業等

の固有名称」等についてはそのまま「障害」と表記しています。 
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第１章 計画策定の趣旨 

 

１ 計画策定の背景 

 

 近年、障がい福祉を取り巻く環境は、障がいのある人や家族の高齢化、家族形態の変化

に伴い、支援機能の低下や、障がいのある人や家族の孤立等の課題が見られ、支援体制の

充実が求められています。 

清水町では、“障がいのある人もない人も、充実していきいきとした人生をおくる

ことができる社会（共生社会）づくり”を目指し、平成２６年度に２期目となる「清

水町障がい者計画」を策定しました。 

 

そして、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障

害者総合支援法」という）に基づき、障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支

援事業の提供体制の確保に係る目標、必要なサービス量の見込み及びその確保方策に

ついて定める計画として、同年、第４期となる障がい福祉計画を策定し、障がいのあ

る人の現状を考慮しながら障がい福祉サービス等の円滑な提供を図ってきました。 

 

さらに、児童福祉法の改正により、障害児通所支援等の提供体制を確保するため、

市町村において障害児福祉計画を策定するものと定められたことから、本町において

も、平成 30 年３月に「第５期清水町障がい福祉計画・第１期清水町障がい児福祉計

画」を策定し、これらの計画を実施するための仕組みづくりに取り組んでいます。 

 

この平成２６年３月に策定した「第２期清水町障がい者計画」と平成 30 年３月に

策定した「第５期清水町障がい福祉計画・第１期清水町障がい児福祉計画」の計画期

間が令和５年度をもって終了します。 

本町の障がい者施策を引き続き計画的に推進していくため、新たに令和６年度を初

年度とした「第３期清水町障がい者基本計画・第７期清水町障がい福祉計画・第３期

清水町障がい児福祉計画」を一体的に策定することとしました。 

 

年度 国の主な流れ 内容 

Ｈ 

15 

支援費制度の導入 

（平成 15 年４月１日） 

従来の措置制度から転換し、障がい者の自己決定に

基づいたサービスの利用ができるようになる。 

  

 

 

 

 

支援費制度 

・障がい者の自己決定を尊重 

・利用者がサービスを選択できる仕組み 

措置制度 

・行政がサービス内容を決定 

・行政が事業者を特定 

・事業者は、行政からの受託者

としてサービスを提供 
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Ｈ 

1８ 
 

 

障害者自立支援法施行 

（平成 18 年４月１日） 

障害者自立支援法に基づく、新体系サービスへの移

行が始まる。 

Ｈ 

24 

改正児童福祉法施行 

（平成 24 年４月１日） 

障がい児を対象とした施設・事業が児童福祉法に位

置づけられる 

改正障害者自立支援法施行 

（平成 24 年４月１日） 

相談支援の充実、障がい児支援の強化等が盛り込ま

れる。 

障害者虐待防止法施行 

（平成 24 年 10月 1日） 

障がい者に対する虐待の禁止、国等の責務が規定さ

れる。 

Ｈ 

25 

障害者優先調達推進法施行 

（平成 25 年４月１日） 

国や地方公共団体、独立行政法人等が物品やサービ

スを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積

極的に調達することについて規定される。 

障害者総合支援法施行 

（平成 25 年４月１日） 

法律名が障害者自立支援法から障害者総合支援法

に改正され、障がい者の範囲の拡大等が規定される。 

 

 

 

 

Ｈ 

28 

障害者差別解消法施行 

（平成 28 年４月１日） 

不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供等に

ついて規定される。 

Ｈ 

30 

改正障害者総合支援法及び

改正児童福祉法施行 

（平成 30 年４月１日） 

自立生活援助や就労定着支援、居宅訪問型児童発達

支援が創設される。 

R 

３ 

医療的ケア児支援法施行 

（令和３年９月１８日） 

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する

ことについて規定される。 

R 

５ 

こども家庭庁の創設 

（令和５年４月１日） 

障がい児支援が、厚生労働省から、こども家庭庁に

移管となる。 

 

 

※法律の施行日については、主な内容のものを記述 

障害者自立支援法 

・３障害ばらばらの制度体系を一元化 

・支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分）を導入 

（一部、平成２６年 4 月施行） 

・障害程度区分が「障害支援区分」へ 

・ケアホームとグループホームが一元化 
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第２章 計画の位置づけ・期間 

 

1 計画の位置づけ 

 

障がい者基本計画は、本町の障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための基

本計画であり、町民、関係機関・団体、事業者、町（行政）が、それぞれに自主的か

つ積極的な活動を行うための指針となる計画で、障害者基本法第 11 条第３項に基づ

く「市町村障害者計画」として位置づけています。 

 

障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、国の基本指針に基づき、障がいのある人

の地域生活を支援するためのサービス基盤整備等に係る令和８年度末における成果

目標を設定するとともに、各種サービスの必要量を見込み、その提供体制を確保する

ための方策について定める計画で、それぞれ障害者総合支援法第 88 条に基づく「市

町村障害福祉計画」、児童福祉法第 33 条の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」

として位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町の上位計画である清水町総合計画や清水地域福祉計画、他の関係部署の計画と

の整合・連携を図ります。 

また、国の基本指針及び北海道が策定した関連計画や町が策定した各種計画等との

整合・連携を図ります。 

 

清水町総合計画 

第１期ほっかいどう障がい福祉プラン 

（R６～R１１） 

清水町障がい者基本計画 

清水町障がい福祉計画 

清水町障がい児福祉計画 

清水町 

子ども・子育て支援事業計画 

第５次障害者基本計画（国） 

清水町高齢者福祉計画・ 

介護保険事業計画 

清水町健康増進計画 

清水町地域福祉計画 



- 6 - 

 

項目 障がい者基本計画 障がい福祉計画 障がい児福祉計画 

名称 
 

清水町障がい者基本計画 

第７期 

清水町障がい福祉計画 

第３期 

清水町障がい児福祉計画 

根拠 

法令 

障害者基本法 

（第 11条第 3 項） 

障害者総合支援法 

（第 88条第 1 項） 

児童福祉法 

（第３３条の 20第 1項） 

性格 

障がい者施策に関する基本

的な事項を定める、中長期

の計画 

（基本計画的なもの） 

障がい福祉サービス、地域

生活支援事業の見込量と提

供体制を確保するための計

画（実施計画的なもの） 

児童福祉法に基づくサービ

スの見込量と提供体制を確

保するための計画 

（実施計画的なもの） 

計画 

期間 

令和６年度～令和１１年度

（６年間） 

※令和８年度に見直し 

令和６年度～令和８年度 

（3 年間） 

令和６年度～令和８年度 

（3 年間） 

備考 
策定義務 

（平成 19 年度～） 

策定義務 

（平成 18 年度～） 

策定義務 

（平成 30 年度～） 

 

2 計画の期間 

 

 清水町障がい者基本計画は、令和６年度から１１年度までの６年間を計画期間とし

ており、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、国の基本指針に基づき、令和６年

度から令和８年度までの３年間を計画期間とします。 

 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

         
第６期清水町総合計画 （令和３年度～令和１２年度） 

第３期障がい児 

福祉計画 

第７期障がい 

福祉計画 

第４期障がい児 

福祉計画（予定） 

第８期障がい 

福祉計画（予定） 

清水町障がい者基本計画 

（平成 27 年度～令和５年度） 

第６期障がい 

福祉計画 

第２期障がい児 

福祉計画 

第 2 期清水町地域福祉計画 

（平成 27 年度～令和 6 年度） 

 

第３期清水町地域福祉計画（予定） 

（令和 7 年度～令和１6 年度） 

 

第３期清水町障がい者基本計画 

（令和６年度～令和１１年度） 
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第３章 本町の障がいのある人の状況 

 

1 障がいのある人の状況 

 

清水町の障がいのある人の手帳所持者数（身体障害者手帳、療育手帳または精神

障害者保健福祉手帳の所持者、重複含む）は、令和５年１１月３０日現在で、765

人、人口に占める割合は 8.57％となっています。 

 

 手帳所持者は、ほぼ横ばい状態ですが、身体障害者手帳の所持者は減少傾向、療

育手帳は横ばい傾向であり、精神障害者保健福祉手帳所持者は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度末現在（令和５年度の数値は、11 月末現在） 

※人口に占める割合は、住民基本台帳人口を基に算出 

571 577 543 514 496 

196 195 
198 

192 188 

71 72 
76 

75 81 

8.99% 9.12% 8.99%
8.68% 8.57%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

0
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600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

令和元年度

9,320人

令和２年度

9,252人

令和３年度

9,085人

令和４年度

9,000人

令和５年度

8,930人

手帳所持者（児） 及び人口に占める割合の推移

身体障がい者（児） 知的障がい者（児）

精神障がい者（児） 人口に占める割合

（人）

838 844 817 781 765
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4 6 5 4 5 

94 90 92 92 89 

473 481 446 418 402 

0

100

200

300

400

500

600

700

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

身体障害者手帳 所持者の推移

０～１７歳 １８～６４歳 ６５歳以上

（人）

 （1）身体障がいのある人の状況 

  

身体障害者手帳の所持者数は、全体としては減少傾向にありますが、６５歳以上の

方が占める割合は高く、身体障がいのある人の高齢化がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度末現在（令和５年度の数値は、11 月末現在） 

 

 

障がい部位別 /等級別 

                   （単位：人 各年度末） 

（令和 5 年度の数値は、11 月末現在） 

 

障がい ／ 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

視覚障がい 13 15 16 16 15 

聴覚障がい 53 54 54 53 51 

言語障がい 7 8 7 6 6 

肢体不自由 346 348 324 301 290 

内部障がい 152 152 142 138 134 

計 571 577 543 514 496 

 

543 514 496 571 577 
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18 18 22 21 20 

113 112 111 109 113 

65 65 65 62 55 

0

50

100

150

200

250

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

療育手帳 所持者の推移

０～１７歳 １８～６４歳 ６５歳以上

（人）

 

級別 ／ 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

１級 153 158 151 138 127 

２級 107 105 92 83 78 

３級 91 91 88 87 87 

４級 159 159 146 141 140 

５級 37 39 39 35 35 

６級 24 25 27 30 29 

計 571 577 543 514 496 

 

 ※等級については、身体障害者福祉法施行規則別表第５号「身体障害者障害程度等

級表」において、障がいの種類別に重度の側から１級から６級の等級が定められてい

ます。 

  

（２）知的障がいのある人の状況 

 

 療育手帳所持者数の推移をみると、全体としては横ばい傾向にありますが、０歳か

ら 17 歳の方の療育手帳所持者に増加の傾向が見られています。 

年齢別では 18 歳から 64 歳の方の割合が最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度末現在（令和５年度の数値は、11 月末現在） 

 

196 195 198 192 188 
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0 1 1 1 1 

55 55 56 57 59 
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21 
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令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

精神障害者保健福祉手帳 所持者の推移

０～１７歳 １８～６４歳 ６５歳以上

（人）

等級別（判定別） 

（単位：人 各年度末） 

（令和 5 年度の数値は、11 月末現在） 

 

判定別 ／ 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

Ａ判定（重度） 105 102 101 96 90 

Ｂ判定（中・軽度） 91 93 97 96 98 

計 196 195 198 192 188 

 

（３）精神障がいのある人の状況 

  

精神障害者福祉手帳所持者数の推移をみると、全体としては増加傾向にあります。

年齢別では、１８歳から６４歳の方と、６５歳以上の方が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度末現在（令和５年度の数値は、11月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

72 76 71 75 81 
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等級別   

（単位：人 各年度末） 

（令和 5 年度の数値は、11 月末現在） 

 

級別 ／ 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

1 級 6 6 8 7 7 

2 級 32 32 34 32 34 

3 級 33 34 34 36 40 

計 71 72 76 75 81 

 

 

自立支援医療（精神通院）受給者証 所持者の推移 

 

自立支援医療（精神通院）受給者証は所持しているが、精神障害者保健福祉手帳は

所持していないという人もいます。 

自立支援医療（精神通院）は、精神障害者保健福祉手帳を所持していない人でも受

けることができるため、手帳を所持している人以外に、精神的な病気を抱えている人

の状況について知ることができます。 

 

（単位：人 各年度末） 

（令和５年度の数値は、11 月末現在） 

 

年齢別 ／ 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

0 歳～17 歳 2 3 3 1 1 

18 歳～64 歳 101 119 110 112 116 

65 歳以上 18 30 34 33 37 

計 121 152 147 146 154 
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（４）特定医療費（指定難病）受給者の状況  

 

 原因不明で、治療方法が未確立である疾病を難病といいます。 

治療が極めて困難で、経過が慢性にわたり、介護者への経済的・精神的負担が大き

いため、一定の要件を満たす方に医療費が助成されます。 

 

障がい福祉サービス等の対象となる難病は、そのつど見直しが行われ、令和６年４

月１日からは、３６９疾病が指定難病に指定されています。 

 

難病についての相談機関は帯広保健所ですが、連携した支援に取り組みます。 

 

 

 
（単位：人 各年度末） 

（令和５年度の数値は、令和６年１月１７日現在） 

（データ提供元：帯広保健所） 

 

（５）障害支援区分認定者の状況  

 

 障がい福祉サービスの利用をする時には、障害支援区分が必要なサービスもありま

す。 
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特定医療費（指定難病） 受給者の推移（人）

 障害支援区分は、障がいの特性や心身の状態に合わせて、必要とされる支援の度合いを示

すものです。区分は１から６まで分けられています。 

 この区分を目安にして、利用できるサービスの内容や量などが決まります。 
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障がい種別にみると、知的障がいのある人が 67 人で最も多くなっています。 

障害支援区分別では、区分 6 が最も多くなっています。 

制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に新たに難病等を追加し、 

障がい福祉サービス等の対象となりました。現在１人の方がサービスを利用していま

す。 

 

 （単位：人 令和 5年 11 月末現在） 

（障がいが重複している方は、それぞれの障がい種別で算出） 

 

障害支援 

区分 

身体障がいの

ある人 

知的障がいの

ある人 

精神障がいの

ある人 
難病の人 合計 

区分１ 0 0 0 0 0 

区分２ 1 0 1 0 2 

区分３ 1 13 7 0 21 

区分４ 4 15 1 0 20 

区分５ 0 9 1 0 10 

区分６ 7 30 0 1 38 

合計 13 67 10 1 91 

 

 障がい福祉サービスの中には、障害支援区分がなくても利用できるサービス（就労

系のサービス等）もあります。 

 

 障害支援区分を必要としない、障がい福祉サービスの利用者は、知的障がいのある

人、精神障がいのある人の割合が高くなっています。 

 

 （単位：人 令和 5年 11 月末現在） 

（障がいが重複している方は、それぞれの障がい種別で算出） 

 

障害支援 

区分 

身体障がいの

ある人 

知的障がいの

ある人 

精神障がいの

ある人 

児童 

（18 歳未満の

サービス利用） 

合計 

区分なし 1 15 10 1 27 

合計 1 15 10 1 27 
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（６）相談の状況 

 

障がいのある人やその家族、または各種障害者手帳を持っていませんが、何らかの

障がいのある人（発達障がい等）から、様々な相談があります。 

本計画では、障害者手帳の有無に関係なく、支援を要する方が多数いると想定し、

計画に反映させていきます。 

 

（単位：人 各年度末） 

（令和 5 年度の数値は、9 月末現在） 

 

相談内容/年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

福祉サービス関係 347 219 148 105 49 

生活全般 

（家計/不安の解消/ 

人間関係等） 

93 109 104 90 24 

権利擁護 0 14 3 0 0 

就労/社会参加 24 19 35 4 6 

その他 218 271 232 252 69 

計 682 632 522 451 148 
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第４章 計画の基本理念 

 

1 計画の基本理念 

 

 本計画では、障害者手帳の有無にかかわらず、身体障がい、知的障がい、精神障が

い、発達障がい、高次脳機能障がい、難病等があるために、日常生活又は社会生活の

中で何らかの不自由な状態にある人を計画の対象とします。 

 

障害者基本法第２条では、障がい者の定義を「身体障害、知的障害、精神障害（発

達障害を含む。）その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁に

より継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とされて

いることから、本計画でも同様の定義とします。 

 

本町の総合計画においては、まちの将来像に「まちに気づく まちを築く とか

ち清水」を掲げ、「豊かな自然と先人により培われた歴史や地域性豊かな資源を尊

重し、郷土愛を醸成するとともに、人との絆や心のつながりがあふれる地域コミュ

ニティで住み続けたいと思えるまち」を目指すべき姿としています。 

 

この将来像の実現に向け、障がい福祉分野では、本人やその家族を含む一人ひと

りの「生きづらさ」「暮らしづらさ」をすべての町民が理解し、「就学・進学・就

労といった場面で、安心して次の一歩を踏み出すことができること」「誰もが同じ

ように、地域社会に参加することができること」「福祉に限らない様々な関係機関

と協力し、赤ちゃんからお年寄りまで支えあい、共に暮らすこと」ができるまちを

目指します。 

 

本計画の基本理念については、「お互いに支えあい、自分らしく暮らし続けるこ

とができる、共に生きるまちづくり」を掲げ、「みんなで何ができるか」を一緒に

考えあい、みんながお互いに力を発揮しあえるまちづくりを目指し、様々な取り組

みを進めていきます。 
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２ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進 

 

 ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、2015

年（平成 27 年）９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」に記載された、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

17 の目標とそれらを達成するための 169 のターゲットから構成されており、基

本理念には、世界中の誰一人取り残さない、持続可能で多様性と包摂性のある社会の

形成が掲げられています。 

障がいのある人やその家族を含む、本町に暮らすすべての人が対象でもあり、「誰

一人取り残さない」という理念と、17 の目標は本計画の基本理念にも当てはまるも

のです。 

そのため、本町では障がい福祉施策を推進するにあたり、町民、行政、関係機関が

お互いに連携しながら、ＳＤＧｓの視点を意識した取り組みを進めます。 
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第５章 障がい者基本計画 
 

「お互いに支えあい、自分らしく暮らし続けることができる、 

共に生きるまちづくり」 

 

基本目標 1 支えあい、助けあえるまち 

        

（１）障がいへの理解促進 

（２）「心のバリアフリー」の推進 

（３）つながりの強化と充実 

 

基本目標 2 住み慣れた地域で、安心して暮らせるまち 

  

（１）相談支援体制の整備 

 （２）保健・医療・福祉サービスの充実 

 （３）経済的支援の充実 

 （４）安全確保に備えたまちづくりの推進 

 

               

基本目標 3 自分らしく、いきいきと暮らすことができるまち 

 

（１）就労支援体制の整備と雇用の促進 

（２）社会参加の充実 

（３）権利擁護の推進 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文章に記載されている【当事者 問◆】や【関係者 問○○】、【児童 問▲】という表記につい

ては、今回実施しました意識調査の内容から計画策定に反映している箇所になります。 

 

 例 【当事者 問１８ 問１９】は、当事者への意識調査 問１８と問１９の回答を見ていただきま

すよう、お願いいたします。 
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基本目標 1 支えあい、助けあえるまち 
 

●現状と課題 

  

障がいのある人が、地域で暮らしていくためには、物理的な環境を整備することだ

けではなく、「心のバリアフリー」を築くことも欠かせません。 

心のバリアとは、理解不足、偏見、孤立感等であり、障害の有無に関係なく、誰も

が抱える可能性のあるものです。 

 

今回の計画策定に伴い、意識調査を実施しましたが、その中からは「障がいがある

ことで、差別や嫌な思いをしたことがある」という回答も見られています。 

【当事者 問 18 問 19】 

 

平成２８年４月に施行された「障害者差別解消法」については「名前は聞いたこと

があるが内容は知らない」「名前も内容も知らない」という回答が、障がいのある人

が 90％以上、関係者が 80％以上となりました。 

認知度は低く、障がいのある人やその保護者、町民に対しての理解啓発は重要な課

題となりました。 

【当事者 問 20】 【関係者 問 16】 

 

障害者差別解消法は、令和３年５月に改正され、令和６年４月１日から、事業者に

よる障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。 

 

差別や偏見は、相手のことを知らないことから生まれてきます。私たち一人ひとり

が、障がいの特性や、障がいのある人に対する理解を深めることが重要です。 

 

相手を知り、理解を深めることで、障がいのある人を中心に様々な人が関わり、つ

ながりが生まれていきます。 

お互いに支えあい、助けあえるまちづくりを目指していきます。 

 

●具体的施策 

 

（1）障がいへの理解促進 

 

障がいに関する理解を促進するには、正しい知識の共有が必要です。 

障がい福祉に関する理解を深め、必要とする情報を得ることができることを目的に、

以下の施策に取り組みます。  

 



- 19 - 

 

 

 

（２）「心のバリアフリー」の推進 

 

「心のバリアフリー」とは、お互いを理解し助けあい、気持ちよく暮らし続けるこ

とができるまちをつくるための心構えです。 

様々な人が、同じまちに暮らしていること、それぞれが不自由や不便の感じ方が違

うことを理解することが大切です。 

 

コミュニケーションについても、人によって文字、図、音声、イラスト等、わかり

やすい形は様々です。 

お互いの立場や気持ちを理解し、わかりあえるために以下の施策に取り組みます。  

 

施策とその内容 

■合理的配慮の推進 

 

障害者差別解消法の趣旨や内容を周知し、「合理的配慮」について知り、その

推進に取り組みます。 

■情報提供の充実 

 

障がい福祉サービスや制度の利用に役立つ、福祉ガイドを随時更新し、情報提

供の充実に努めます。 

 

広報しみずにより、障がい福祉に関する制度や動向について周知します。 

■障がいに対する理解啓発 

 

住民向けの研修会や、関係事業所の見学会の開催等の機会を通して、障がいに

対する理解啓発に努めます。 

施策とその内容 

■子どもたちへの、心のバリアフリーの推進 

 

社会福祉協議会による学校への体験学習や、人権擁護委員による人権教室等に

よる、様々な場所や機会で障害の特性や必要な配慮について知り、考える機会を

つくります。 



- 20 - 

 

 

 

（３）つながりの強化と充実 

 

地域で活動をしている人のなかには、障がいのある人に関わるボランティア活動に

取り組んでいる人がいます。 

ボランティア活動の果たす役割は大きく、障がいのある人の暮らしの支えや活動を

する人の生きがいづくりの場だけではなく、地域には欠かせないものとなっています。 

 

また、町内の障がい者団体へ補助金を交付し、団体活動の活性化を図っていますが、

活動内容等の周知や理解については十分ではない状況です。 

活動を通して、どのような団体なのかを知ることにより、様々な人とのつながりが

生まれ、関わる人同士の連携等、新たな展開を検討していく必要があります。 

 

人とものとのつながりを、さらに強いものに充実させていくために、以下の施策に

取り組みます。  

 

■障がいに関するシンボルマークの理解促進 

 

各種障がい者マークや、ヘルプマーク等について、広く住民に知ってもらうた

めの周知の徹底を図り、理解促進に努めます。 

■コミュニケーション手段の充実 

 

コミュニケーションに不安や困難を抱える人が、障がいの特性に応じた情報の

取得ができ、意思の疎通に関する手段の充実に取り組みます。 

施策とその内容 

■共生型つどいの場の活用 

 

共生型つどいの場を有効に活用し、地域住民、高齢者や児童等との交流の場づ

くりを進めます。 

■ボランティア活動への支援 

 

町内で活動している障がい者（児）へのボランティア団体の活動内容を周知し、

町内各種イベントへの参加を促進し、活動の活性化を図ります。 

■障がい者団体の周知、活動の活性化 

 

町内で活動しているＮＰＯ法人の概要や活動状況等の周知を行い、地域住民が

知る機会を増やし、活動の活性化に取り組みます。 
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基本目標 2 住み慣れた地域で、安心して暮らせるまち 
 

●現状と課題 

  

障がいのある人やその家族の相談内容については、複雑化や多様化、専門性の高い

対応が求められる場合があります。 

関係機関との連携を強化し、切れ目のない相談支援を行うとともに、質の向上も必

要となっています。 

意識調査からは、清水町が今後力を入れるべき支援として、「早期発見や初期段階

での支援の充実」「何でも相談できる窓口など相談支援体制の充実」という回答があ

りました。  【児童 問１２】 

 

 障がいのある人やその家族が、どのように暮らしたいかについては、様々な回答が

ありました。「１人」「家族と一緒」等、希望する生活は様々ですが、「学校卒業後」

「就労後」「親亡き後」も希望する生活ができるように、支援のあり方を検討してい

かなければなりません。 

【当事者 問７】 【児童 問５ 問６ 問７】 

 

さらに、地域において安心した生活を営むためには、保健・医療・福祉サービス等

の提供体制の充実が必要です。障がいのある人の高齢化も進んでおり、親の高齢化や

病気といった「家族が抱える問題」も表面化し、家族支援の割合も高まっています。 

 

 意識調査からは、「子どもから大人になってからも、支援がつながっていく仕組み

をつくってほしい」という回答が多く、そのためには関係機関同士の連携を強くして

いく必要があります。 【関係者 問 21 】 

 

また、防災や防犯、消費者被害のための情報提供に努め、防災、防犯意識の向上を

図ります。 

 住み慣れた地域で、安心して暮らすことができるまちを目指します。 

 

●具体的施策 

 

（１）相談支援体制の整備  

 

今回の意識調査では、町に「力を入れてほしい」と思うことに「何でも相談できる

窓口等、何かあったらすぐに相談できる場所をつくってほしい」という回答もありま

した。【当事者 問 30】 【児童 問７ 問１２】 
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障がいのある人が、住み慣れた地域の一員として、自分らしく安心して暮らして

いくためには、乳幼児期・学齢期・就労期・高齢期といった、それぞれのライフス

テージに合わせて、一人ひとりの５年後・10 年後がイメージできる切れ目のない

関わりが求められています。同時に家族も支援者も、同じイメージを持つことがで

きるようにしていくことが大切です。 

 

障がいのある人が、安心して相談でき、家族に対する支援を含めた、継続的な相談

支援ができる体制が必要です。 

年齢を重ねても安心して相談できる体制をつくり、より充実させていくために、以

下の施策に取り組みます。 

 

施策とその内容 

■相談支援の充実 

 

 乳幼児期から高齢期の世代を通して、相談支援が切れ目なく続き、役場内の各

部署が連携して支援できる相談支援体制の充実を図ります。 

■障がい児支援体制の推進 

 

 一人ひとりの個性や、障がいの特性に対して、保育、教育、療育を適切に受け

続けられるよう、関係機関が連携して、支援体制づくりを推進します。 

■基幹相談支援センターの設置 

 

専門的な相談業務を実施する、基幹相談支援センターを設置し、町内の相談支

援事業所との連携強化を図ります。 

主任相談支援専門員の配置についても検討を進めます。 

■専門的な相談支援の実施 

 

 医療的ケア児等支援を総合調整するコーディネーター等、対応が困難な個別事

例にも適切な相談支援ができる体制づくりを進めます。 

■精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

保健・医療・福祉関係者による協議の場において、精神障がいのある人を地域

で支えるシステムのあり方について検討していきます。 

■自立支援協議会の運営 

 

地域における情報共有や、支援のなかで課題が生じた際の問題解決について、

協議ができる場として、自立支援協議会を定期的に開催します。 



- 23 - 

 

 

（２）保健・医療・福祉サービスの充実 

 

 地域で安心して暮らすには、本人やその家族等を支え、乳幼児期から高齢期に至る

まで、利用し続けられるサービスが望まれます。 

 意識調査からは、充実するべき福祉施策として、「障がいや発達特性に応じた作業

所などの充実」という意見もあります。  【児童 問７】 

 

地域での暮らしを通じて、障がいや病気による通院や、入院による医療費負担、

車椅子等の福祉用具の購入により、生活に様々な負担が生じることもあります。 

障がいの程度や病気により、どのような制度やサービスが利用できるのか広く周

知を図り、適切な利用に結びつけることが重要です。 

そのためには、サービスを提供する関係機関同士の連携も欠かせません。 

 

地域で暮らし続け、本人とその家族の日常生活を支えていくために、以下の施策に

取り組みます。 

 

■地域生活支援拠点の整備 

 
障がい者や、その家族からの緊急時の相談や受入等の機能を持つ「地域生活支

援拠点」の整備について協議を進めます。 

施策とその内容 

■保健・医療の充実 

 

 病気の予防と早期発見のため、乳幼児から高齢者まで受診しやすい各種健診の

実施や、健康相談体制の充実を図ります。 

■医療機関との連携 

 

 障がいのある人やその家族の地域生活を支えるため、医療機関と連携し、必要

な情報共有を図ります。 

■自立支援医療（更生・育成・精神通院）制度の周知 

 

 障がいや病気の状態により医療費の軽減ができる自立支援医療制度の周知と、

利用の支援を図ります。 

■重度心身障害者医療制度の周知 

 

 担当課と連携し、重度心身障害者医療費制度の周知と、利用の支援を図ります。 
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（３）経済的支援の充実 

 

 障がいのある人は、通院や就労制限等により、働くことができない場合や、収入が

不十分な場合があります。 

意識調査からは「お金がないので不安。事業所に通っていますが、少ない金額」と

いう意見もありました。 【当事者 問 10】 

 

 

■特定医療費（指定難病）に関する制度の周知 

 

帯広保健所と連携し、特定医療費（指定難病）に関する制度の周知と、利用の

支援を図ります。 

■訪問系サービスの充実 

 

家庭に事業者が訪問して、入浴・排泄・食事等の居宅介護等の日常生活の援助

を行います。 

■日中活動系サービスの充実 

 

 自立の促進や身体機能の維持向上等を図るため、事業所への通所により日中活

動の機会と場を確保し、就労支援・社会適応訓練・創作活動等の各種サービスを

提供します。 

■短期入所の充実 

 

在宅の障がい者を介護している家族が、就労や疾病等の理由により一時的に介

護ができない場合に、家族の負担を軽減するため、短期入所の充実を図ります。 

■補装具・日常生活用具制度の周知 

 

補装具や日常生活用具制度の周知と、利用の支援を図ります。日常生活用具は

必要に応じて、給付可能な用具についての見直しを行います。 

■軽度難聴児補聴器費支給事業制度の実施 

 

 身体障害者手帳の交付を受けることのできない軽度難聴児に対して、補聴器購

入費用の一部助成を行います。 

■福祉人材の確保・育成・定着 

 

障がい福祉サービス等の提供を担う人材を確保し、育成、定着できるよう、関

係機関と連携した取り組みを行います。 
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生活を支える各種手当の支給や、その他の公的な経済的支援が充実することで、生

活を保障することができます。安心した生活を送るためには、経済的支援についての

制度の活用も大切であり、制度の活用には、十分な周知が必要です。 

意識調査からも「年金や医療面の経済的な援助（お金に関すること）を手厚くして

ほしい」という回答は、多くの割合を占めています。【当事者 問 30】 

経済的な不安が軽減され、本人とその家族の日常生活を支えていくために、以下の

施策に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

施策とその内容 

■年金制度等の周知 

 

 障害基礎年金をはじめとする各種年金・手当等の経済的支援制度の周知に努め

ます。 

■各種負担軽減制度等の周知 

 

 障がいのある人の経済的負担を軽減するため、税金や NHK 放送受信料、有料

道路割引等の減免・割引制度等の周知に努めます。 

■重度障がい者（児）タクシー助成の実施 

 

障がいや病気の状態により対象となる、重度障がい者（児）へのタクシー助成

を実施します。 

■各種手当の周知 

 

障害児福祉手当や特別児童扶養手当、特別障害者手当等の制度周知に努めま

す。 

■通所交通費助成の実施 

 

 制度の対象となる就労施設等に通所している人へ、町の要綱に基づき、通所に

要した交通費を助成します。 

■生活困窮者自立支援制度の活用 

 

 とかち生活あんしんセンター等の自立支援機関と連携し、生活に困りごとを抱

えている障がいのある人やその家族が、適切に制度活用できるように取り組みま

す。 
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（４）安全確保に備えたまちづくりの推進 

 

 障がいのある人が地域で安心して生活できるように、日頃から地域団体等との連携

を図り、防災や防犯に対する意識の向上が求められています。 

  

意識調査からも、災害時の避難行動や避難生活での不安について、多くの回答があ

りました。 【当事者 問 22 問 23 問 24】 

 

安心で安全な生活を営めるために、以下の施策に取り組みます。 

 

 

 

施策とその内容 

■防災対策の推進 

 

 地域防災計画に基づいて、要配慮者の安否確認と災害時における救出や       

救護体制、誘導及び搬送体制の確立等の対策に取り組みます。 

■医療支援体制の整備 

 

 関係機関と連携し、要配慮者の障がいの特性等の情報共有を徹底し、医療支援

体制の整備に努めます。 

■避難場所における配慮の推進 

 

避難場所となる主要な施設のバリアフリー化や、要配慮者専用スペースの設

置、医療体制の整備等、障がいの特性に応じた配慮に努めます。 

■防犯対策の推進 

 

 障がいのある人が、犯罪被害に遭うことや、トラブルに巻き込まれることがな

いよう、また、被害の未然防止や早期発見につながるように、地域での見守りや

勉強会等の情報提供に取り組みます。 

■感染症対策の体制整備 

 

 国や北海道等の関係機関と連携し、社会福祉施設等に対する感染症対策の周知

や徹底、情報提供を図り、必要となる物品等の備蓄や調達等の支援体制の整備を

図ります。  

■ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

 

 障がいのある人やその家族を含めたすべての人が、安全、安心、快適に暮らす

ことができるユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを推進します。 
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基本目標 3 自分らしく、いきいきと暮らすことができるまち 
 

●現状と課題 

 

障がいの有無にかかわらず、誰もがいきいきと生きがいを持って生活を営むうえで、

社会と関わりを持ち、つながることは、そこから生活の喜びや楽しみを得ることでも

あり、その形は一人ひとり異なります。 

 

就労はその一つといえますが、支援を必要とするものであり、本人の生活を充実し

たものにするために、関係機関の連携が必要です。 

 

 社会参加に関する情報提供や、交流機会の充実も求められています。 

生涯にわたっていきいきと生活するために、自分の自由な時間を使って興味のある

ことに取り組むことができる機会や場が必要です。 

   

 さらに、自ら意思を決定することに困難を抱える人が、日常生活のあらゆる場面で

本人の意思が尊重される支援体制づくりが必要です。 

 

 虐待にあった場合の通報場所や相談場所について、町が窓口機能を担い、虐待の予

防に取り組みます。 

成年後見制度について、町では社会福祉協議会へ権利擁護支援センターを事業委託

しています。センターの活動内容の周知を行い、地域での生活が継続できるように支

援します。 

 

社会福祉協議会や町内の各事業所、様々な関係機関等と連携しながら、町民みんな

が自分らしく、いきいきと暮らすことができるまちを目指します。 

 

●具体的施策 

 

（１）就労支援体制の整備と雇用の促進  

 

障がいのある人の就労においては、障害の特性や本人の状態、状況に応じた働き方

ができ、周囲からの支援を受けながら、自分で働き方を選択できる環境も求められて

います。 

 

 働き方にも、一般的就労と福祉的就労があり、就労における支援は、特別高等支援

学校等の教育機関や、就労系の福祉事業所、障害者就業・生活支援センター、ハロー

ワーク、一般企業と関わる範囲が広く、機関数も多いのが特徴です。 
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 意識調査では、子どものことで悩んでいることや相談したいこととして「就学や進

路のこと」の割合が見られています。  【児童 問９】 

 

 障がい者雇用に興味や関心を持ち、雇用に取り組む企業が増えていくには、様々な

関係機関との連携が求められます。 

また、福祉施設から一般就労への移行を支援するため、ハローワーク帯広や十勝障

害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携を図っていきます。 

 

公的機関等において、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先

的・積極的に購入することを推進していきます。 

 

継続的な就労支援を行い、本人が充実した生活を過ごせるように、以下の施策に取

り組みます。 

 

 

 

（２）社会参加の充実 

 

教育、就労、スポーツ、文化芸術等の様々な活動において、障がいのある人もない

人も、誰もが参加できるまちづくりの推進が求められています。 

 

地域の様々な社会資源を結びつけ、関係機関（地元企業、教育機関、医療機関、福

祉機関、ボランティア等）との連携を広げることにより、障がいのある人やその家族

が社会参加しやすい環境整備が必要です。 

施策とその内容 

■就労支援体制の充実 

 

 障がいのある人が、その意欲や特性に応じて就労できるよう、関係機関と連携

して総合的な就労支援の推進に努め、支援体制の充実を図ります。 

■障がい者雇用に関する各種助成制度等の周知 

 

 障がい者雇用についての各種助成制度等について、障がい者就業・生活支援セ

ンターやハローワークと連携し、町内企業等の経営者や人事担当者へ周知しま

す。 

■障がい者雇用に対する理解促進 

 

障がい者就業・生活支援センターやハローワークと連携し、町内の企業、商

店、事業所等に対し、障がい者雇用を促進するとともに、事業者への合理的配

慮の義務化について周知します。 
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意識調査からは、子どもが暮らすうえで望むことに「学校以外で他の子と関われる

所」「フリースクール」等を希望する意見もありました。  【児童 問１３】 

 

社会参加の充実を目的に、以下の施策に取り組みます。 

 

 

 

（３）権利擁護の推進 

 

 虐待をなくすためにも、身近に相談できる窓口や相談者がいることは、早期発見と

予防につながります。 

障がいのある人やその家族、事業所からの相談に対して、状況を把握し、関係機

関と連携して障がい者虐待の防止及び発生時の適切な対応に努めます。  

 

意識調査からは、成年後見制度の認知度について「名前は聞いたことがあるが内

容は知らない」「名前も内容も知らない」という回答が、75％以上となり制度の周

知に課題が見られました。 

施策とその内容 

■共生型つどいの場の活用 【基本目標１（３）つながりの強化と充実 にも記載】 

 

 共生型つどいの場を有効に活用し、地域住民、高齢者や児童等との交流の場づ

くりを進めます。 

■軽度難聴児補聴器費支給事業制度の実施 

【基本目標２（２）保健・医療・福祉サービスの充実 にも記載】 

 

 身体障害者手帳の交付を受けることのできない軽度難聴児に対して、補聴器購

入費用の一部助成を行います。 

■関係機関とのネットワークの充実 

 

障がいのある人が、まちづくりに関心を示し、参画できるよう関係機関とのネ

ットワークづくりを図ります。 

■スポーツ、文化芸術活動等の広報周知 

 

 スポーツ活動や文化芸術活動、生涯学習等の各種講座の広報周知を行い、障が

いのある人が参加できる環境づくりに努めます。 

■外出機会の充実 

 

地域生活支援事業の移動支援事業や、町独自事業の重度障がい者（児）タクシ

ー助成事業の充実を図ります。 
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制度の活用については、「活用したい」「今は必要ないが、将来必要になったら

活用したい」という回答が 35％となっており、制度への関心の高さも表れていま

す。 【当事者 問 16 問 17】 

 

不十分な判断能力を補い、基本的な権利を守る成年後見制度活用に向けた取り組

みを進めていきます。 

 必要に応じて、社会福祉協議会が運営している権利擁護支援センターと連携し、

金銭管理が難しい人、契約行為ができない人等を支援し、障がいのある人の権利や

財産の保護に努めます。 

 

 障がいのある人の権利擁護を目的に、以下の施策に取り組みます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策とその内容 

■障がい者虐待防止の体制整備 

 

 障害者虐待防止法の趣旨や内容、相談や通報の窓口について、周知啓発に努め、

早期対応ができる体制づくりに取り組みます。 

■成年後見制度の利用促進 

   

成年後見制度の周知、情報提供を行うとともに、成年後見制度の利用が困難

な状況にある障がいのある人やその家族に対し、利用の支援を図ります。 
 

■日常生活自立支援事業の推進 

 

 地域で自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用支援や日常的な金銭管

理、通帳や印鑑等の預かり等の生活支援である日常生活自立支援事業を町社会福

祉協議会で実施します。 
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第６章 第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画 

 

１ 基本指針に基づく成果目標  

 「基本指針」（大臣告示）は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉

計画を定めるに当たっての基本的な方針です。 

 

 障害者総合支援法第８８条に基づく「障害福祉計画」及び児童福祉法第３３条の２

０に基づく「障害児福祉計画」の数値目標について、国の基本指針を踏まえるととも

に、本町における過去の実績と地域の実情を考慮し、令和８年度に達成を目指す「成

果目標」を目標値として設定します。 

  

国の基本指針では、計画策定において、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活

支援事業の提供体制の確保等に係る目標を設定することが求められています。 

 

 具体的には、以下の項目について、令和 8 年度における成果目標を設定することと

されています。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

（３）地域生活支援の充実 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

（７）障害福祉サービス等の質を向上させるための取り組みに係る体制の構築 

 

 さらに、活動指標として、発達障がい者等に対する支援についての目標を設定する

こととされています。 

 

（８）発達障がい者等に対する支援 

 

 以上の８項目について、目標値を設定します。 
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（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 

 

 障害者総合支援法の施行により、国は施設入所から地域生活（グループホーム、一

般住宅等）への移行を目指しています。 

国の基本指針では、令和８年度に「令和４年度末時点の福祉施設入所者数から５％

以上削減する」、そして「令和４年度末時点の福祉施設入所者の６%以上が地域生活

へ移行する」という数値目標を設定していますが、町内の社会資源を考えると十分な

基盤整備が整っていないこともあり、現状の体制では難しいと考えています。 

 

また、「障がいのある人の高齢化」という課題も見られていることから、地域生活

への移行を前提としてすすめることはしません。 

 

本人の自己決定を尊重し、その家族等関係者の理解も含め、必要なことを的確に捉

えながら支援を行います。 

 

 

取組事項／項目 国の基本指針 設定の考え方 目標値 

令和８年度末の 

施設入所者数 

令和４年度末の施設入

所者数から 5％以上削

減 

令和４年度末時点の施設

入所者（35 人）から５％

削減 
33 

令和８年度末までの 

地域生活移行者数

（人） 

令和４年度末時点の福

祉施設入所者の6%以

上が地域生活へ移行す

る。  

令和４年度末時点の施設

入所者（35人）から６％

以上が地域生活へ移行 
2 

 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

 国の基本指針には、「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進

するため、地域における精神保健医療体制の基盤を整備する」とあります。 

 

国の基本方針を踏まえ、「包括的な相談支援の提供」や、「精神障がいのある人と、

その家族に対する支援の充実」が実現できるように、町地域包括支援センター（保健

福祉課在宅支援係）や医療機関、訪問看護事業所、ボランティア団体とも連携し支援

体制の構築に努めます。 

また、関係者の協議の場として、地域ケア会議等を活用し、検討を進めます。 
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地域移行支援、地域定着支援、共同生活援助、自立生活援助、自立訓練（生活訓練）

については、地域の実情に合わせた数値としています。 

協議の場においては、事例検討等を通じて本町の課題や不足している社会資源等の

抽出や、地域住民や関係者等に対して、障がいのある人への理解促進を図ることを目

標とします。  

 

取組事項／項目 

見込み 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

市町村ごとの保健、医療、福祉関係者によ

る協議の場の開催回数 
２ 2 2 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場

への関係者の参加者数 
2 ３ ３ 

保健、医療及び福祉関係者による協議の場

における目標設定及び評価の実施回数 
1 2 2 

精神障がい者の地域移行支援利用者数 0 0 0 

精神障がい者の地域定着支援利用者数 0 0 0 

精神障がい者の共同生活援助利用者数 0 0 0 

精神障がい者の自立生活援助利用者数 0 0 0 

精神障がい者の自立訓練（生活訓練） 

利用者数 
０ ０ ０ 

 

（３）地域生活支援の充実 

  

 国の基本指針では、「令和８年度末までに、各市町村又は各圏域に１つ以上の地域

生活支援拠点等を確保し、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生

活支援拠点等の機能を担う障がい福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネット

ワーク等による効果的な支援体制及び緊急等の連絡体制の構築を進めるとともに、年

１回以上運用状況を検証・検討することを基本とする」とされています。 

 

 本町では、地域生活支援拠点はまだ整備されていないため、令和８年度中の整備を

目標として協議を進めていきます。 

整備後は、必要な機能の充実を図りながら運用状況の検証と検討に取り組みます。 

 

強度行動障害を有する者への支援体制の充実については、障害福祉に携わる人材の

確保、育成、定着も同時に考えていく必要があります。 

支援体制の整備について、関係機関と検討し、協議を進めていきます。 
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取組事項／項目 
見込み 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域生活支援拠点等の整備/確保（箇所） ０ ０ １ 

地域生活支援拠点等の 

コーディネーターの配置人数 
０ ０ １ 

運用状況の検証・検討（回数） ０ ０ 年１回以上 

強度行動障害を有する者への支援体制の

充実 
検討 検討 検討 

 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

 

 サービス提供事業者とも連携しながら可能な限り、一般就労への移行を推進してい

きます。障がい者の雇用を促進するため、企業訪問等をとおして情報交換をすすめ、

障がい者雇用の現状や課題を把握し、就労に関する情報提供や相談体制の整備に努め

ます。 

 

 就労移行支援事業、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）については、一

般就労への移行にはまだ時期が早く、経験を積み重ねる段階の人が多いことから、目

標値については国の基本指針に準じ、実情を踏まえて設定しています。 

 ※令和４年度に就労継続支援（A 型）事業から２人、一般就労へ移行していますが、

令和３年度は実績なしであったため０人となっています。 

  

 就労定着支援事業については、事業所数が少ないこともあり、今後の利用推移の見

通しも難しいことから、目標値については国の基本指針に準じた数値としています。 

 

取組事項／項目 国の基本指針 設定の考え方 目標値 

① 令和８年度の 

一般就労移行者数

（人） 

令和８年度に令和３年

度実績の 1.28 倍以上

の一般就労への移行実

績を達成する 

国の基本指針に準じる 

（令和 3 年度実績 

        ０人） 

２ 
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② 令和８年度の 

就労移行支援事業

の 

一般就労移行者数

（人） 

令和８年度に一般就労

に移行する人数を、令和

３年度の一般就労への

移行実績の 1.31 倍以

上 

国の基本指針に準じる 

（令和 3 年度実績 

        ０人） 

１ 

③ 令和８年度の 

就労継続支援（Ａ

型）事業所の 

一般就労移行者数

（人） 

令和８年度に一般就労

に移行する人数を、令和

３年度の一般就労への

移行実績の概ね 1.29

倍以上 

国の基本指針に準じる 

（令和 3 年度実績 

        ０人） 

1 

➃ 令和８年度の 

就労継続支援（Ｂ

型）事業所の 

一般就労移行者数

（人） 

令和８年度に一般就労

に移行する人数を、令和

３年度の一般就労への

移行実績の概ね 1.28

倍以上 

国の基本指針に準じる 

（令和 3 年度実績 

        ０人） 

1 

⑤ 令和８年度の 

就労移行支援事業

所のうち一般就労

に移行した者の割

合が５割以上の事

業所の数 

令和８年度において、就

労移行支援事業所利用

終了者に占める一般就

労に移行した者の割合

が５割以上の事業者の

割合を 50％以上 

国の基本指針に準じ、清

水町として就労移行支援

事業所と連携し、一般就

労に向けた総合的な支援

に努める 

50％ 

⑥ 令和８年度の 

就労定着支援事業

の利用者数（人） 

令和８年度中に令和３

年度の実績の概ね1.41

倍以上 

国の基本指針に準じ、清

水町として就労定着支援

事業所と連携し、就労定

着に向けた総合的な支援

に努める 

（令和３年度実績 

０人） 

2 

⑦ 令和８年度の 

就労定着支援事業

所の就労定着率 

令和８年度中における

就労定着支援による就

労定着率が７割以上の

事業所を全体の25％以

上 

国の基本指針に準じ、清

水町として就労定着に向

けた支援の充実に努める 

25％ 
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（５） 障がい児支援の提供体制の整備等 

 

 障がいのある児童と、その家族に対しては保健、医療、福祉、保育、教育等の関係

機関が連携を図り、切れ目のない支援を提供する体制を構築し、早期に支援が開始で

きるようにすることが大切です。 

  

 子ども一人ひとりの障がいの特性に応じて、適切な支援を行い、支援の質の向上に

努めていきます。 

 

主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス

事業所については、町外の事業所との連携も含め、適切な支援ができるよう体制の整

備に取り組みます。 

 

取組事項／項目 国の基本指針 設定の考え方 目標値 

① 児童発達支援セ

ンターの設置 

令和８年度末までに、

児童発達支援センター

を各市町村に少なくと

も１ヵ所以上設置する 

北海道の認定を受け、清

水町子ども発達支援セン

ターを設置済み 

（平成 31 年 1 月 31 日

認定） 

1 箇所 

② 保育所等訪問支

援事業の利用 

令和８年度末までに、

すべての市町村におい

て保育所等訪問支援を

利用できる体制を構築

する 

平成２４年７月に事業指

定を受け、利用できる体

制を構築済み 

（利用実績 ０人） 

１箇所 

③ 障がい児の地域

社会への参加・包容

（インクルージョ

ン）を推進するため

の体制の構築 

令和８年度末までに、

全ての市町村におい

て、地域の障がい児通

所支援事業所等が保育

所等訪問支援等を活用

しながら、障がい児の

地域社会への参加・包

容を推進できる体制を

構築する 

国の基本指針に準じ、清

水町として、こども園や

教育機関と連携し、地域

社会への参加・包容に向

けた総合的な支援に努め

る 

有 
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④ 主に重症心身障

がい児を支援する児

童発達支援事業及び

放課後等デイサービ

ス事業所の確保 

令和８年度末までに、

主に重症心身障がい児

を支援する児童発達支

援事業所及び放課後等

デイサービス事業所

を、各市町村に少なく

とも１ヵ所以上設置す

る 

国の基本指針に準じ、支

援可能な事業所を確保す

る 

1 箇所 

（町単独 

または 

圏域） 

⑤ 医療的ケア児支

援のための関係機関

の協議の場の設置 

令和８年度末までに、

医療的ケア児が適切な

支援を受けられるよ

う、保健、医療、障害

福祉、保育、教育等の

関係機関等が連携を図

るための協議の場を設

ける 

国の基本指針に準じ、清

水町として、医療機関や

こども園、教育機関と連

携し、協議の場の設置を

進める 

1 箇所 

⑥ 医療的ケア児等

に関するコーディネ

ーターの配置 

令和８年度末までに、

医療的ケア児が適切な

支援を受けられるよ

う、医療的ケア児に関

するコーディネーター

を配置する 

令和５年度より子育て支

援課にコーディネーター

を 1 人配置済み（相談支

援専門員と兼務） 

1 人 

 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

 

 国の基本指針では、「令和８年度末までに、各市町村または圏域において、基幹相

談支援センターを設置するとともに、相談支援体制の強化を図る体制を確保すること

を基本とする」とされています。 

  

全国的に、相談支援の充実・強化の中核となる基幹相談支援センターの設置が進ん

でいますが、清水町には基幹相談支援センターは未設置となっています。 

令和８年度末までに基幹相談支援センターの設置を目標として、その設置について

検討し、必要な人員の確保・育成や、重層的支援体制整備事業の実施も含めて、各関

係機関とも協議をしながら進めていきます。 

 

専門的な指導・助言や人材育成については、サービス等利用計画の確認や検証等を

実施し、地域の相談支援事業所や相談支援専門員との連携を強くしていきます。 
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地域の相談機関との連携強化や個別事例の検討については、町地域包括支援センタ

ー（保健福祉課在宅支援係）や町発達支援センター（子育て支援課きずな園指導係）、

をはじめとする各関係機関とともに取り組むことができるように進めていきます。 

 

主任相談支援専門員の配置については、人材の確保や育成を検討し、令和８年度末

までに配置できるように努めます。 

 

自立支援協議会については、既に設置されていますが、定期開催ができていないた

め開催の定着化を優先事項として目指します。 

また、協議会委員の構成についても検討を行い、障害福祉に関する協議ができる体

制づくりに努めます。 

協議会への相談支援事業所の参画、事例検討についても町内の相談支援事業所と協

議を進めていきます。 

 

専門部会の設置、実施については、まず協議会自体の開催の定着化を優先し、令和

７年度の部会設置に向けて検討を行います。 

 

清水町でも総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施

する体制を確保することを目標とし、達成するために次の取組を実施します。 

 

取組事項／項目 
見込み 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

基幹相談支援センターの設置 検討 検討 有 

総合的・専門的な相談支援の実施 有 有 有 

基幹相談支援センターによる地域の相談支

援事業者に対する訪問等による専門的な指

導・助言件数 

0 0 5 

基幹相談支援センターによる地域の相談支

援事業者の人材育成の支援件数 
0 0 5 

基幹相談支援センターによる地域の相談機

関との連携強化の取組の実施回数 
0 0 5 

基幹相談支援センターによる個別事例の支

援内容の検証の実施回数 
0 0 1 

基幹相談支援センターにおける主任相談支

援専門員の配置数（人） 
0 0 1 
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地域サービス基盤の開発・改善等を行う取

組のために必要な協議会の体制確保 

（自立支援協議会の体制の確保） 

有 有 有 

自立支援協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の 

開発・改善を行う取組 

  相談支援事業所の参画による事例検討 

実施回数 
2 3 4 

  自立支援協議会の参加事業者・機関数 9 9 9 

 自立支援協議会の専門部会の設置数 0 2 3 

 自立支援協議会の専門部会の実施回数 0 1 1 

 

 

（７）障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

国の基本指針では「令和８年度末までに、障がい福祉サービス等の質を向上させる

ための取組を実施する体制を構築することを基本とする」とされています。 

障がい福祉サービスが多様化し、相談内容も複雑になり、改めて障害者総合支援法

や児童福祉法の具体的内容を理解することが必要です。 

 

障がい特性や相談援助技術に関する研修、障がい福祉サービスの内容等（給付事務

やシステム操作等）の研修へ積極的に参加し、相談技術の向上や、適正な給付費の請

求を促すことに取り組みます。 

 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の分析、結果について事業所や

関係自治体等と共有する体制づくりに取り組みます。 

 

必要とするサービス等を提供していくため、障がい福祉サービス等の利用状況の把

握・検証を行うとともに、適正な運営を行っている事業所を確保していくことを目指

します。 

 

取組事項／項目 
見込み 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

本町職員の研修への参加人数 

 

（都道府県が実施する、障がい福祉

サービス等に係る研修、その他の研

修への市町村職員の参加人数） 

５人 ６人 ７人 
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事業所や関係自治体等と共有する

体制の有無及び実施回数 

 

（障害者自立支援審査支払等システ

ム等による審査結果を分析してその

結果を活用し、事業所や関係自治体

等と共有する体制の有無及びその実

施回数の見込み 

（体制） 

 

無 

（体制） 

 

無 

（体制） 

 

有 

（回数） 

 

０回 

（回数） 

 

０回 

（回数） 

 

１回 

 

 

（８）発達障がい者等に対する支援 

 

国の基本指針では「ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プロ

グラム等の受講者数（保護者）及び実施者数（支援者）を見込むこと」としています。 

子どもの発達障がいの特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応がで

きるよう、相談・サポート体制を確保することが重要となります。 

 

発達障がいのある保護者や、発達が気になる子どもの家族に対して、子育ての悩み

や不安感に寄り添い、適切な関わりを支援するためにペアレントメンターの養成等、

家族に対する支援体制の整備を図ることが求められています。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペアレントトレーニングとは、保護者等が子どもの「行動」に直接介入する方法や技術を学ぶ

ものです。 

 

ペアレントプログラムは、保護者等が子どもの「行動」そのものをまずきちんと捉えられるよ

うになることを目標としており、ペアレントトレーニングの前段階の基本プログラムとして位置

づけられています。 

 

ペアレントメンターとは、発達障がいの子どもを育てた保護者等が、その育児経験を活かし、

子育てで同じ悩みを抱える保護者等にとっての「信頼のおける仲間」として活動するものです。 

養成研修を経て、同じ親という立場からグループ相談や子どもの特性を伝えるサポートブック

作り、情報提供等の活動にあたります。 

 

ピアサポートとは、同じ課題や環境を体験する人がその体験から来る感情や必要な情報を共有

したり、共通した悩みや問題の解決に協同して取り組んだりする取組です。 

地域の特性や利用者の状況に応じ、効果的・効率的に柔軟な形態により事業を実施することを

目的としています。 
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清水町では、現在はペアレントトレーニング、ペアレントプログラムの対象となる

保護者はいませんが、必要に応じてペアレントプログラム、ペアレントトレーニング

を導入し、発達障がい者（児）及びその家族に対する支援体制を整えていきます。 

 

保護者等が子どもの発達障がいの特性を理解し、具体的で効果的な対応ができるよ

うに、きずな園を利用する児童の保護者と一緒に療育支援の振り返りを行います。 

子どもの発達や、支援の目標の達成度合いを、支援者と保護者が共通理解できるよ

うに取り組みます。 

 

ピアサポートの推進については、障がい福祉計画の策定委員や、障がい福祉に関す

る研修会の講師を障がいのある人に依頼し、当事者自身の体験を伝える機会づくりに

取り組んでいます。 

 

 今後も、ピアサポートの推進及び青年期の居場所作り等を行い、発達障がい者（児）

及びその家族に対する支援体制の構築を図り、当事者等が気軽に集える機会づくりに

ついて、関係機関との検討を行います。 

  

取組事項／項目 
見込み 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ペアレントトレーニングやペアレントプ

ログラム等の支援プログラムの受講者数 
1 1 １ 

ペアレントトレーニングやペアレントプ

ログラム等の支援プログラムの実施者数 
1 1 １ 

ペアレントメンターの人数 ０ ０ 1 

ピアサポートの活動への参加人数 1 2 2 

 

 

２ 障がい福祉サービスの目標値設定  

 

 障害福祉計画は、障がい者及び障がい児が、自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、必要な障がい福祉サービス等が地域において計画的に提供される

よう、必要なサービス見込量やサービス体制等について定めるものです。 

 

 障害者総合支援法第 88 条に基づく「障害福祉計画」の数値目標について、国の基

本指針を踏まえるとともに、本町における過去の実績と地域の実情を考慮し、令和８

年度を目標年度として設定します。 
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（１）訪問系サービス 

 

① 居宅介護 

居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等を行います。  

 

② 重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者に対し、居宅における入浴、排せつ

又は食事の介護、外出時における移動中の介護等を総合的に行います。  

 

③ 同行援護 

重度の視覚障害で移動に困難を有する障害者等に対し、外出時に同行し、移動時及

びそれに伴う外出先の援護（視覚的情報の支援、排せつ・食事等の介護）を行います。  

 

④ 行動援護 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者で常時介護を要す

る人が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移

動中の介護等を行います。  

 

⑤ 重度障害者等包括支援 

重度の障害者等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、

短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を包括的に提供

します。 

 

 

●現状と課題 

 

障がいのある人が日常生活を安心して過ごせるよう、家事援助や身体介護を行う訪

問系サービスの充実を図る必要があります。 

 

現在、利用実績があるサービスは、居宅介護と行動援護になります。町内に居宅介

護事業所はありますが、サービスが必要となる日や時間帯が集中することや、人材不

足により、希望するサービス量が十分に提供できていない状況があります。 

そのため、町外の居宅介護事業所を利用している人もいます。 

 

重度訪問介護、同行援護、重度障害者等包括支援については、今まで利用実績がな

く、本計画期間中は見込んでいませんが、これらのサービスの利用を妨げるものでは

ありません。 
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今後の生活支援のニーズの増加、現状を踏まえサービス提供基盤の確保にも取り組

んでいきます。 

  

 ●目標値設定、今後の取り組み 

 

 現状を踏まえて数値目標を設定していますが、今後、在宅サービス利用は増加する

可能性もあります。 

目標設定のみならず、地域ニーズの把握やサービス提供事業者の確保にも努めます。 

 

【訪問系サービスにおける １ヵ月あたりの必要量 と 利用者数の見込量】 

サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅介護 
利用者数（人） 3  3  3 

利用時間数（時間/月） 50  55 60 

重度訪問介護 
利用者数（人） 0 0  0  

利用時間数（時間/月） 0  0 0 

同行援護 
利用者数（人） 0 0  0  

利用時間数（時間/月） 0  0 0 

行動援護 
利用者数（人） 2 2 2 

利用時間数（時間/月） 70 70 70 

重度障害者等 

包括支援 

利用者数（人） 0 0  0  

利用時間数（時間/月） 0  0 0 

 

（２）日中活動系サービス 

  

① 療養介護 

医療と常時の介護を必要とする方に、医療機関において機能訓練や療養上の管理、

看護や介護を行います。 

 

② 生活介護 

常時の介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事等の介護、創作活動又は生産活

動機会の提供等を行います。 

 

③ 自立訓練（機能訓練） 

一定期間、身体機能・生活能力の維持・向上に必要な訓練を行います。 

 

④ 自立訓練（生活訓練） 

一定期間、生活能力の維持・向上に必要な訓練を行います。 



- 44 - 

 

⑤ 就労選択支援 

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメン

トの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択の支援を行います。 

 

⑥ 就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上の

ために必要な訓練を行います。 

 

⑦ 就労継続支援（Ａ型）【雇用型】 

一般企業等での就労が困難な方に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するととも

に、必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

⑧ 就労継続支援（Ｂ型）【非雇用型】 

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

⑨ 就労定着支援 

就労に伴う生活面の課題に対応できるように、企業や関係機関等との連絡調整や課

題解決に向けて必要となる支援を行います。 

 

⑩ 短期入所（福祉型・医療型） 

居宅で介護する方が病気の場合等に、施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等

の介護を行います。障害者支援施設等において実施する福祉型と、病院、診療所、介

護老人保健施設において実施する医療型があります。 

 

●現状と課題 

 

障がいのある人の日中活動については、地域で自分らしく生活できる様々な社会資

源が求められます。 

最近の動向では、「就労」に関するニーズが高まっています。 

 

町内には就労継続支援Ｂ型事業所はありますが、就労継続支援Ａ型事業所や就労移

行支援事業所はないため、町外の事業所を利用している人もいるのが現状です。 

 

短期入所については、身近な地域で利用できるところが少なく、「利用したいとき

に利用できない」という問題や、緊急的なニーズへの対応が困難となっている現状が

あります。 

地域生活支援拠点の整備とも関連しており、課題となっています。 
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 ●目標値設定、今後の取り組み 

 

 現状を踏まえて、数値目標を設定しています。 

今後、就労に関するニーズは高まってくると考えられますが、「障がい福祉サービ

スを利用しない形での就労」を希望される人も想定されます。 

就労を希望する人の意思決定を尊重し、柔軟な支援を行う必要があります。 

 

短期入所については、できる限り身近な地域でのサービス利用が可能となるよう、

事業者への事業拡大の働きかけや、近隣市町を含めたサービス提供の調整を図りなが

ら、体制整備に努めます。 

 

【日中活動系サービスにおける １ヵ月あたりの必要量 と 利用者数の見込量】 

サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

療養介護 利用者（人） 5 5 5 

生活介護 
利用者（人） 45 45 45 

利用量（人日/月） 990 990 990 

自立訓練 

（機能訓練） 

利用者（人） 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 

自立訓練 

（生活訓練） 

利用者（人） 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 

宿泊型自立訓練 
利用者（人） 1 1 1 

利用量（人日/月） 27 27 27 

就労選択支援 
利用者（人） - 0 0 

利用量（人日/月） - 0 0 

就労移行支援 
利用者（人） 1 2 2 

利用量（人日/月） 22 44 44 

就労継続支援 

(A 型) 

利用者（人） 5 6 6 

利用量（人日/月） 110 132 132 

就労継続支援 

(B 型) 

利用者（人） 24 25 26 

利用量（人日/月） 528 572 572 

短期入所 

（福祉型、医療型） 

利用者（人） 5 5 5 

利用量（人日/月） 35 35 35 
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（３）居住系サービス 

  

① 自立生活援助 

障害者支援施設やグループホーム等からひとり暮らしをした方等に、一定期間、定

期的な巡回訪問等の支援を行います。 

 

② 共同生活援助（グループホーム） 

主に夜間において、共同生活住居で相談、入浴、排せつ、食事の介護等、日常生活

上の援助を行います。 

 

③ 施設入所支援 

夜間に介護を必要とする方に、入所施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うと

ともに、住まいの場を提供します。 

 

●現状と課題 

 

グループホームは、地域移行後の生活の場であると同時に、親亡き後の生活の場と

して、必要性が高まることが予想されています。 

 

町内に７箇所のグループホーム（共同生活援助）がありますが、入所施設や医療機

関からの退所・退院となった方を受け入れるには、難しい状況もあります。 

 

町内や近隣市町村と連携し、サービス提供事業者の確保について検討する必要があ

ります。 

  

 ●目標値設定、今後の取り組み 

 

現状を踏まえて数値目標を設定しています。 

施設入所支援については、入所者の意向に配慮しつつ、介助者との連携を図るとと

もに、実際の生活状況等を考慮しながら、地域生活への円滑な移行策を図ります。 

 

【居住系サービスにおける １ヵ月あたりの必要な量の見込量】 

サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自立生活援助 

（機能訓練） 
利用者（人） 0 0 0 

共同生活援助 利用者（人） 32 34 35 

施設入所支援 利用者（人） 35 35 34 
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（４）相談支援 

  

① 計画相談支援 

障がい福祉サービスを利用する障害者、及び地域相談支援を利用する障害のある人

を対象に、支給決定を行う際にサービス等利用計画を作成するとともに、サービスの

利用状況の検証を行い、計画の見直しを行います。  

  

計画相談支援の対象は、障がい福祉サービス、または地域相談支援の申請をした人

になり、指定特定相談支援事業者が実施します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域移行支援 

障がい者施設に入所している障害者や、入院している精神障害者等を対象に、住居

の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談支援を行います。  

 

③ 地域定着支援 

施設・病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した人、地域生

活が不安定な人等を対象に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じる

緊急事態等に対する相談や緊急訪問、緊急対応等の支援を行います。 

 

 

 

① 一般的な相談支援 

町が直接実施または指定相談支援事業者に委託して実施。様々な相談を受けます。 

 

② 指定特定相談支援事業 ← 「計画相談支援」 

サービス等利用計画をつくり、モニタリングを行います。 

指定特定相談支援事業者が実施。 

 

③ 指定一般相談支援事業 ← 「地域移行支援」 「地域定着支援」  

地域移行・定着支援計画をつくり、施設・病院から地域生活への移行、定着を支援します。 

一般相談支援事業者が実施。 

 

④ 障害児相談支援事業（児童福祉法） ← 「障害児相談支援」 

障害児支援利用計画を作り、障害児の通所サービスを支援します。 

障害児相談支援事業者が実施。 
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●現状と課題 

 

障がい福祉サービスの利用者が、自立した生活、自立した社会生活を営むことがで

きるよう、心身の状況や環境等を勘案し、利用するサービス内容等を定めたサービス

等利用計画を作成しています。 

 

相談支援事業所については、町内に３事業所（町直営１、社会福祉法人２）があり

ます。どの事業所も他業務との兼務であり、十分な相談支援業務ができていない現状

があります。 

 

今後も障がい福祉サービスの利用に関する相談や関係機関との連絡調整、サービス

利用開始後の様々な相談対応等、相談支援業務は増えていくことが予想されます。 

相談支援業務を行う相談支援専門員の確保や育成についての体制づくりが不十分

となっています。 

 

基幹相談支援センターの設置も目指すことから、相談支援専門員の増員や相談支援

事業の事業委託等、地域の相談支援体制づくりが課題となっています。 

   

●目標値設定、今後の取り組み 

 

 計画相談支援においては、現状を踏まえた数値目標を掲げていますが、「障がい福

祉サービスを今は利用しないが、将来考えている人」や「町内に希望するサービスは

ないが、町外にはある人」等の内容にも、適宜対応していく必要があります。 

 

地域移行支援、地域定着支援の計画相談目標値は設定していませんが、利用者から

のニーズがある際には対応していく必要があります。 

 

【相談支援における １ヵ月あたりの必要な量の見込量】 

区分 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

計画相談支援 実利用者数（人） 94 95 96 

地域移行支援 実利用者数（人） 0 0 0 

地域定着支援 実利用者数（人） 0 0 0 
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３ 地域生活支援事業の目標値設定  

●現状と課題 

 

 地域生活支援事業は、障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことを

目的に実施します。地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果

的・効率的に実施することを目的としています。 

 

障がい福祉サービスが全国共通のルールに基づいて行われるのに対し、地域生活支

援事業は利用者のニーズに柔軟に対応し、市町村が地域の独自性を勘案して行えるサ

ービスになります。 

 

事業内容は様々で、地域のニーズや特性に配慮しながら、地域の社会資源を利用で

き、多様な内容にしていくことが必要です。 

今後の生活支援のニーズの増加、現状を踏まえサービス提供事業者の確保にも取り

組んでいきます。 

 

●各事業の目標値設定、今後の取り組み 

 

【必須事業】 

 

① 理解促進研修・啓発事業 

 

 障がいのある人が日常生活や社会生活を営む上で、地域住民の障がいの理解を促進

する必要があります。 

障がいや、障がいのある人に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、

啓発活動等に取り組みます。また、障がいのある人やその家族が講師となる研修会や

イベント開催も検討していきます。 

 

理解促進研修・啓発事業 
単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施の有無 有 有 有 
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② 自発的活動支援事業 

 

 町内にはボランティア団体がありますが、父母の会等各種団体において自発的に行

われる活動を支援し、障がい者の自立と社会活動への参加促進を図ります。 

  

自発的活動支援事業 
単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施の有無 有 有 有 

 

③ 相談支援事業 

  

本町では基幹相談支援センターは未設置でありますが、総合相談窓口としての役割

を担うために、令和８年度末を目標時期として設置に努めます。 

 

基幹相談支援センターを設置するためには、他の相談支援事業所等への指導、助言

や権利擁護に関する専門的な人材の確保が必要となりますが、現状では難しい状況に

あります。 

 

相談支援事業 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障害者相談支援事業 
実施見込み 

箇所数 
1 1 1 

基幹相談支援センターの 

設置 
設置の有無 無 無 有 

基幹相談支援センター等 

機能強化事業 
設置の有無 無 無 有 

住宅入居等支援事業 設置の有無 無 無 無 

 

④ 成年後見制度利用支援事業 

 

成年後見制度を利用することが有用であると認められる、知的障害のある人又は精

神障害のある人等に対し、制度の利用を支援します。 

 

現在、利用希望はありませんが、不十分な判断能力を補うための制度が成年後見制

度です。 

今後利用希望が出ることも想定されるため、迅速に対応できるような体制づくりを

目指します。 

 

 



- 51 - 

 

成年後見制度 

利用支援事業 

単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実利用 

見込み者（人） 
1 1 1 

 

⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 

 

成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる

体制を整備し、法人後見の活動を支援することで、障がいのある人の権利擁護を図

る事業です。 

 

清水町社会福祉協議会が清水町権利擁護支援センターとして、法人後見活動に取

り組んでいます。 

業務実績について、法人後見運営委員会等で協議し、事業の実施を検討していき

ます。 

 

成年後見制度 

法人後見支援事業 

単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実施の有無 無 有 有 

 

⑥ 意思疎通支援事業 

  

 聴覚、言語機能、音声機能、視覚又はその他の障がいのため、意思疎通を図ること

に支障がある人のために、手話通訳者や要約筆記者の派遣、点訳、代筆、代読又は音

声訳による支援等を行います。 

現在実績はありませんが、体制づくりを進める必要があります。 

手話通訳者派遣については、社団法人北海道ろうあ連盟に手話通訳者広域派遣を委

託しています。 

今後も、現行体制を継続し、協力機関から資格者の派遣を受けて支援を実施すると

ともに、障がいのある人への理解促進と周知に努めます。 

 

手話通訳者設置事業については、筆談等による対応を行うこととし、本計画期間で

の予定はしていません。  

 

意思疎通支援事業 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

手話通訳者・要約筆記者 

派遣事業 

利用見込み者数 

（人） 
1 1 1 

手話通訳者設置事業 
設置見込み者数 

（人） 
0 0 0 
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⑦ 日常生活用具給付等事業 

  

 障がいのある人や対象疾病を罹患している人へ、日常生活用具給付又は貸与の支援

をしています。 

 

障がいのある人の地域における自立支援の観点から、継続的な利用が必要となる用 

具を適切に把握し計画的な給付を図るとともに、用具の種類については、必要に応じ 

て見直しを行います。 

 

日常生活用具給付事業 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護・訓練支援用具 件数 3 3 3 

自立生活支援用具 件数 2 2 2 

在宅療養等支援用具 件数 4 4 4 

情報・意思疎通支援用具 件数 2 2 2 

排泄管理支援用具 件数 372 384 396 

居宅生活動作補助用具 件数 2 2 2 

 

⑧ 手話奉仕員養成研修事業 

  

 聴覚障がいのある人との意思疎通を円滑に行うために必要とされる手話奉仕員を

養成するため、日常会話程度の意思疎通を可能とする手話技術の習得を目指した研修

事業を実施するものです。 

現在、要望はありませんが、今後のニーズにより研修開催に向けて検討します。 

 

手話奉仕員 

養成研修事業 

単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込み者数（人） 1 1 1 

 

⑨ 移動支援事業 

 

屋外での移動に困難がある障がいのある人へ、地域での自立生活及び社会参加を促

すことを目的としています。町内に事業所はなく、サービス利用者は町外の事業所を

利用しています。 

 

地域での生活に必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため、サービス提供

事業者の確保、事業者との連携も含め、必要なサービス量の確保に努めます。 
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移動支援事業 

単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

見込み者数（人） 3 3 3 

見込み時間（時間） 40 40 40 

 

⑩ 地域活動支援センター設置事業 

 

 身近な地域での日中活動の場の確保とともに、障がい者に創作活動または生産活動

の機会を提供し社会との交流等を行います。 

町内に地域活動支援センター１箇所を設置しており、清水町障害者児振興会連絡協

議会へ業務委託し、地域活動支援センター清水町ともに共同作業所が事業を運営して

います。 

利用者が障がい特性に応じて活動できる場として、安定したサービス提供に努め、

体制の強化を図ります。また、見学会等の機会を作り、活動内容の周知にも取り組み

ます。 

 

地域活動支援センターについては、他市町のセンターも利用している人もいます。

今後も利用者の希望に合わせた日中活動の場の確保をしていきます。 

 

地域活動支援センター 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

自市町村分 
実施箇所数 1 1 1 

見込み者数（人） 9 9 9 

他市町村分 
実施箇所数 3 3 3 

見込み者数（人） 3 3 3 

 

【任意事業】 

 

⑪ 日中一時支援事業 

 

 障がいのある人の日中における活動の場を確保し、日常介護している家族の一時的

な負担軽減を図ります。 

 

現在 5 名の利用者がおり、町内１箇所、町外２箇所を利用しています。 

現状での数値目標を設定していますが、利用希望者を把握し、事業者との連携を図

りながらサービス提供に努める必要があります。 

 

日中一時支援事業 
単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実利用者数（人） 5 5 5 
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４ 児童福祉法に基づくサービスの目標値設定  

 

 障害児福祉計画は、障がい児とその家族が、安心して日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、必要な障がい児通所支援等が地域において計画的に提供されるよ

う。必要なサービス見込量やサービス体制等について定めるものです。 

 

児童福祉法や子ども・子育て支援法に基づく子育て支援施策とともに、関係機関が

連携し、発達の段階や個々の特性に応じた障がい児支援を行うことにより、子どもが

健全に育つ権利を保障することが重要です。 

  

児童福祉法第３３条の２０に基づく「障害児福祉計画」の数値目標について、国の

基本指針を踏まえるとともに、本町における過去の実績と地域の実情を考慮し、令和

８年度を目標年度として設定します。 

 

（１）障害児支援 

 

① 児童発達支援 

就学前の障がい児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付

与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。 

 

② 居宅訪問型児童発達支援 

重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、児童発達支援等の障害児通所

支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児に対し、障がい児の居宅を

訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

 

③ 放課後等デイサービス 

就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の

向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。 

 

④ 保育所等訪問支援 

こども園等を現在利用中の障がい児、又は今後利用する予定の障がい児が、こども

園等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、こども園等

に対して訪問による支援を行います。 
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⑤ 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 

 医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整す

るコーディネーターとして養成された相談支援専門員等を配置します。 

 

●現状と課題 

 

清水町きずな園において、児童発達支援事業（未就学児）、放課後等デイサービス

事業（就学児）、及び保育所等訪問支援事業を実施しており、保育士、心理士、言語

聴覚士、児童指導員の資格を有した専門職が個別またはグループの支援を行っていま

す。また、近年は町外の事業所を利用する方もいます。その背景には、事業所の提供

する支援内容によって、利用目的に合わせた選択をしている状況があります。 

 

 保育所等訪問支援事業は、清水町きずな園が事業指定を受けています。利用者がい

ない現状ですが、こども園等から子どもの発達の診たて、かかわりにおけるアドバイ

スをしてほしいときは、機関支援として清水町子ども発達支援センターが訪問支援を

行っています。 

 

 令和 5 年度より医療的ケア児等に関するコーディネーターを子育て支援課に 1 名

配置しており、医療的ケア児等の支援を総合的に調整しています。 

 

●目標値設定、今後の取り組み 

 

 児童発達支援と放課後等デイサービスの利用者は、今後も一定数の利用者がいると

見込まれるため、利用者が安心して満足するサービスが提供できるよう、清水町きず

な園の保育士、児童指導員等は、技能に関する研修を年間計画に沿って受け、利用者

の成長を促す療育支援を行っていきます。 

 

 保育所等訪問支援は、利用者がいないため、今後１名程度の利用を見込みます。ま

た、障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するための体制

の構築、アンケートの自由記載では、学校や少年団以外に活動するところがあれば良

いという意見があり、今後は清水町きずな園の運営のなかで、地域資源やボランティ

アを活用した「クラブ活動」を定期的に実施していきます。 

 

 医療的ケア児や重症心身障がい児の受け入れは、保護者と相談のうえ、清水町きず

な園でも可能な範囲で受け入れていきますが、医療的行為ができる看護師等を配置し

ている町外の事業所の確保も図ります。 

 

 



- 56 - 

 

【障がい児通所支援における １ヵ月あたりの必要な量の見込量】 

サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

児童発達支援 
利用者数（人） 7 6 6 

利用量（人日/月） 4 4 4 

居宅訪問型 

児童発達支援 

利用者数（人） 0 0 0 

利用量（人日/月） 0 0 0 

放課後等 

デイサービス 

利用者数（人） 33 35 32 

利用量（人日/月） 3 3 3 

保育所等訪問支援 
利用者数（人） 0 1 1 

利用量（人日/月） 0 2 2 

医療的ケア児等に関す

るコーディネーターの

配置 

人/年 1 1 1 

 

（２）障害児相談支援 

 

 障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）を利用する前に、障害

児支援利用計画（清水町では「こども発達支援計画」という名称になります）を作成

し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 

 

●現状と課題 

 

相談支援事業所の相談支援専門員は、発達が気になるお子さんやその家族からのサ

ービス等の利用計画についての相談及び作成に応じ、適切なサービス利用を支援しま

す。 

町内の療育機関は、清水町きずな園に限られますが、ニーズに応じて町外のサービ

スへつなげることもあるため、広く情報収集が必要です。 

 

 意識調査の結果から、小・中学校の特別支援学級にて、できるだけ専門的な教育や

サポートを受けられる環境を望む意見や、自由記載では子どもの発達特性を理解した

教育支援（サポート）と学びの環境を整えてほしいという意見もありました。 

現在小学１、３、５年生と中学生、そして希望する保護者の求めに応じて、担任や

特別支援教育コーディネーター、各関係機関、保護者も出席するサービス担当者会議

を実施しています。 

会議では各所属の個別の指導（支援）計画書で情報交流し合い、役割分担と共通で

取り組むことを確認しています。また、計画書等はご家庭で所持しているバースデー

ブック（サポートブック）に綴じるようにし、進級・進学で担任が変更しても子ども

の情報がよくわかって引き継がれるようにしています。 
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●目標値設定 

 

今後も支援計画作成後のモニタリングを計画的に行い、サービス担当者会議を実施

しながら、よりニーズに添った支援計画の作成をします。 

 

【相談支援における １ヵ月あたりの必要な量の見込量】 

サービス種別 単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障害児相談支援 利用者数（人） 40 40 35 

 

５ 町単独事業の目標値設定  

 

（１）軽度難聴児補聴器費支給事業 

 

 耳の聞こえにくさは、周囲に気づかれないことが多く、子どもの場合は自分で説明

することが難しいため、コミュニケーションや情報取得の場面で困ることがあります。 

 身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度の難聴がある子どもに対して、補聴器

購入費用の一部を助成します。 

 

【１年あたりの必要な量の見込量】 

軽度難聴児補聴器費 

支給事業 

単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

実利用者数（人） １ １ １ 

  

 

第７章 計画の推進 

 

１ 計画の策定体制及び策定後の進行管理 

 

（１）清水町障がい者基本計画 

清水町障がい福祉計画・清水町障がい児福祉計画策定委員会 

 

 障がい福祉の関係者をはじめ、当事者の方、教育や医療等の各分野の関係者からな

る「清水町障がい者基本計画・清水町障がい福祉計画・期清水町障がい児福祉計画策

定委員会」を設置し、新たな計画内容について検討を重ねました。 
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（２）障がい福祉に関する意識調査 

 

障がいのある人や家族を対象として、現在の生活状況や今後の生活、障がい福祉サ

ービス等の利用意向や改善点等についておたずねし、計画策定のための基礎資料とす

ることを目的として意識調査を実施しました。 

また、障がい福祉に関する意識等を把握し、計画策定や施策推進に役立てるために

各町内会長・自治会長・農事組合長や民生委員・児童委員、教育関係者の皆さまにも

意識調査を実施しています。 

 

 

 

（３）計画策定後の進行管理 

 

策定した計画の進行管理については、その進捗を把握するだけではなく、分析・評

価の上、課題等がある場合には定期的に見直しを実施して、計画の変更等の対応を講

じます。 

 

 

資料編 

 

 

◆ 清水町障がい者基本計画 

清水町障がい福祉計画・清水町障がい児福祉計画策定委員会委員名簿 

 

◆ 清水町障がい者基本計画及び障がい福祉計画並びに障がい児福祉計画 

  策定委員会設置要綱 

 

◆ 障がい福祉についての意識調査 【障がいのある人】 

 

◆ 障がい福祉についての意識調査 【関係者】 

 

◆ 障がい福祉についての意識調査 【児童/保護者】 
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清水町障がい者基本計画 

清水町障がい福祉計画・清水町障がい児福祉計画 

策定委員会委員名簿  

 氏名 
区 分 

役職 
 所属団体名 

1 松田 恵子 
福祉団体関係者 

副委員長 
 清水町自立支援協議会 

2 會田  豊 
福祉団体関係者 

委員長 
 清水町社会福祉協議会 

3 鈴木 康功 
医療、相談及び支援機関関係者 

 
 社会福祉法人 清水旭山学園 

4 田本 由美 
医療、相談及び支援機関関係者 

 
 清水赤十字病院 

5 中野  聖 
医療、相談及び支援機関関係者 

 
 社会医療法人 博愛会 

6 高田  恵 
福祉団体関係者 

 
 きずな園父母と先生の会 

7 篠原 正樹 
障害者（児）、またはその家族 

 
 障害者（児）、またはその家族 

8 佐々木純子 
学識経験者 

 
 学校教育課 

9 安慶田由美 
公募より選出した者 

 
 一般公募 

 

〔 第３条 障がい福祉について理解及び知識のある者並びに町民から公募した者 〕 

 

《事務局》 

１ 保健福祉課課長 藤田 哲也 

２ 保健福祉課課長補佐（福祉担当） 石川  淳 

３ 子育て支援課課長補佐 寺岡 淳子 

４ 保健福祉課主幹兼福祉係長 阿部 俊夫 

５ 子育て支援課子育て支援係長 高橋 宏典 

６ 保健福祉課福祉係主査 玉手  祐 

７ 保健福祉課福祉係主事 田中 実里 

８ 保健福祉課福祉係主事補 山本 竜斗 
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清水町障がい者基本計画及び障がい福祉計画並びに障がい児福祉計画 

策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項の規定に基づく清水町障

がい者基本計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第８８条第１項の規定に基づく清水町障がい福祉計画並びに児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の２０第１項の規定に基づく清水町障がい

児福祉計画を策定するため、清水町障がい者基本計画及び障がい福祉計画並びに障がい児

福祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について審議し、その結果を町長に

報告するものとする。 

（１）障がい者基本計画の策定及び見直しに関すること 

（２）障がい福祉計画の策定及び見直しに関すること 

（３）障がい児福祉計画の策定及び見直しに関すること 

（４）その他必要な事項に関すること 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織し、委員は、障がい福祉について理解及び知

識のある者並びに町民から公募した者のうちから町長が任命または委嘱する。 

  

２ 委員の任期は、任命または委嘱の日から第２条に規定する所掌事務の終了の日までとし、

欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必

要な協力を求めることができる。 
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（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、保健福祉課及び子育て支援課において処理する。 

 

（その他の事項） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を

得て委員長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年６月１６日から施行する。 

２ この要綱による最初の委員会の会議は、第５条第１項の規定に関わらず、町長が招集する。 

 


